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令 和 ８ 年 ７ 月

定　例　連　絡　事　項

資：資料　　　写：写真
ポ：ポスター　ち：ちらし
図：地図など

(定　例　連　絡　事　項)
添付

( 担 当 課 )

日　時　６月２６日（金） 午後１時３０分

場　所　庁議室

老朽空家等解体撤去費の助成対象区域を拡大します

国民年金保険料の免除・猶予の申請ができます

固定資産税第２期及び国民健康保険税第１期の納期限と夕
暮れ納付相談窓口開設のお知らせ

生活困窮者相談の出張および休日窓口を開設します

マイナンバーカードの休日窓口および平日時間外窓口を開
設します

消費者トラブル防止の出前講座をご利用ください

地域を支える団体の皆さんを表彰します

クーリングシェルターをご利用ください

第35回大館市スポーツ・レクリエーション祭を開催します

大阪府泉佐野市「全国物産フェア」で大館市ブースを開設
します

エコフェアを開催します

「軽度生活援助事業（除雪）」の事業者等を募集します

水道メーターを交換します

企業版ふるさと納税をいただきました

「第79回塩竈みなと祭前夜祭」に交流自治体として出店し
ます



1 2 3 4
(定　例　連　絡　事　項)

添付
( 担 当 課 )

16. ポ 生涯学習課

17. 消防本部

18. 総合病院医事課

※ 職員課

※ 都市計画課

※ 都市計画課

20歳を祝う会を開催します

大館市職員倫理規程承認申請について（６月分）

住宅リフォーム支援事業補助金申請状況（５月分）

大館市建築確認申請調べ（５月分）

総合病院を初めて受診されるかたは紹介状をお持ちくださ
い

機能別消防団員辞令交付式を行います



№1 

老朽空家等解体撤去費の助成対象区域を拡大します 

 

危機管理課 

 

市では、安心して住み続けられるまちづくりを推進するため、令和５年度から、経

年劣化等により周囲への危険性のある老朽空家等の解体撤去費の一部を助成してお

りますが、さらなる解体の促進、宅地の再利用につなげるため、対象区域を拡大しま

す。 

申請の際は、空家等老朽基準判定が必要となりますので、事前に危機管理課へお問

い合わせください。 

 

【対象空家等】 

・都市計画法に定める用途地域内（改正前：居住誘導区域内）であって、建築基準

法第 42 条に規定する道路に接する敷地、または国道もしくは県道に接する敷地

にあり、１年以上使用されていない建物 

・昭和 56 年５月 31 日以前に建築された旧耐震基準の建物 

・個人が所有する(法人所有は不可)居住の用としていた専用住宅及び併用住宅 

・空家等老朽基準判定で 50点以上 100点未満の建物 

【対象者】 

・登記事項証明書に記録されているかた、またはその相続人 

【補助要件】 

・市税等に未納がないこと 

・５年以内に市の補助金を受けていない建築物であること 

・抵当権者や権利者から同意を得ていること 

・解体後の跡地に３年間は、所有者、相続人、これら３親等以内の親族が建て替え、

または駐車場経営をしないこと 

【対象経費】 

・解体撤去工事の工事費(家財及び事業用資産の処分費は除く) 



・解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬及び処分費 

【補助金額】 

・補助対象経費の４分の１(上限 25万円) 

 

※用途地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 危機管理課危機管理係 

43-7100（内線 531・530） 

凡 例 

居住誘導区域

用途地域界 

大館地域（10.89  ）

比内地域（1.75  ）



№2 

企業版ふるさと納税をいただきました 

 

企画調整課 

 

本市が定める地域再生計画※１の「命を守り育む 暮らしづくり事業」※2 に基づく

「子どもの遊び場管理」に対し、株式会社中西製作所 代表取締役社長 中西 一
かず

真
ま

 

氏から、企業版ふるさと納税※3をいただきました（寄附額は 100万円）。 

今後も本市では、個人のかたからのふるさと納税のほか、企業版ふるさと納税につ

いても推進していきます。 

○企業名 株式会社中西製作所 代表取締役社長 中西
なかにし

 一
かず

真
ま

 

（大阪府大阪市生野区巽南五丁目４番 14号） 

 

※１ 地域再生計画「大館市創生推進計画」（令和８年３月 31 日認定） 

 

※２ 命を守り育む 暮らしづくり事業 

妊娠・出産・子育て期のライフステージに応じた切れ目ない支援、地域包括ケア体制の充実、

福祉のまちづくりの推進、医療圏拡大を見据えた地域医療体制の強化など、命を守り育むに資

する事業。 

 

※３ 企業版ふるさと納税 

自治体が策定する地域再生計画に登載した事業のためとして企業が寄附した場合、最大で寄附

額の約９割が法人関係税から軽減される制度 

 

 

お問い合わせ 企画調整課ふるさと納税推進室 

43-7027（内線 572） 
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マイナンバーカードの休日窓口および平日時間外窓口

（予約制）を開設します 

 

市 民 課 

 

開庁時間帯に窓口に来ることができないかたを対象に、マイナンバーカードの休日

窓口および平日時間外窓口を開設します。手続きには全て予約が必要です。 

 

○と  き  【平日時間外窓口】 

７月 16 日（木） 午後５時 15 分～７時 

【休日窓口】 

 ７月 25 日（土） 午前８時 30 分～午後１時 

○と こ ろ  市役所本庁舎２階ホール 

○内  容  ①マイナンバーカードの受け取り（はがきが届いたかた） 

        ②マイナンバーカードの申請 

③電子証明書の更新 

○予  約  全ての手続きについて予約が必要です 

       オンラインまたは電話でご予約ください 

〇持 ち 物   交付通知書（はがき）、通知カード、本人確認書類（複数点） 

〇そ の 他  予約枠には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります 

 

《マイナンバーカードにはこんなメリットがあります》 

○本人確認の際の身分証明書として･･･顔写真付き公的身分証明書なので、運転免

許証をお持ちでないかたもこれ一枚で本人確認ができます。 

○コンビニなどで各種証明書の取得に･･･住民票、印鑑登録証明書などを休日や時

間外でも全国のコンビニなどで取得できます。 

○健康保険証として･･･マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。デ

ータに基づくより良い医療が受けられる等のメリットがあります。 

 

予約用二次元コード 



 

お問い合わせ 市民課マイナンバーカード担当 

43-7016（内線 360） 



№4 

消費者トラブル防止の出前講座をご利用ください 

 

市 民 課 

 

市では、消費者トラブル防止のための出前講座を実施しています。 

小学生～中・高校生向けのものから、ご年配のかた向けのものまで５つのメニュー

をご用意しています（メニュー№10～14）。 

学校や町内会の集会、サークルなどで、最新の消費者トラブルや増加傾向にある特

殊詐欺に対する知識を身に付けましょう。 

 

 〇対象・会場・実施時間 

  ・原則 10人以上（学校、ＰＴＡ、サークル、企業等を対象） 

  ・会場の手配をお願いします。（大館市内） 

   ※マイク・プロジェクタ―・スクリーンの用意をお願いする場合もございます。 

  ・実施時間 午前 10 時～午後５時まで（１講座２時間以内） 

   ※原則として職員の勤務時間内での依頼をお願いします。 

 

 〇お申込み 

  ・日程・会場・参加予定人数・メニュー（特に説明してほしい内容）を事前に 

ご連絡ください。 

  ・日程等の調整後、実施希望日の３週間前までに「大館市出前講座申込書」を 

   郵送（大館市字中城 20番地）、ＦＡＸ、Ｅメール等で提出してください。 

 

 

お申し込み・お問い合わせ 市民課生活相談係 

 43-7044（内線 280） 

 FAX:45-1180      

e-mail:seikatu@city.odate.lg.jp 





 
年 月 日

年 月 日 （

担当課確認 受講者連絡 担当課依頼課　長 主　幹 課長補佐 係　長 係

事務処理欄

　担当課名

　連絡事項

決裁欄 ※事務局処理欄

申
込
団
体

団　体　名
代表者氏名

担　当　者
連　絡　先

氏　名 TEL

住　所 　大館市

会
場

会　場　名

所　在　地 大館市
（市の関係施設は記入不要です。）

行
事

出前講座を利用する

行　事　名

受講(参加)

予定人数
名 受講のねらい

分

曜日）

午前 ・ 午後 時 分 ～ 午前 ・ 午後 時
希望の日時

令和

担　当　課　名 　　　　　　　　　　　　　

申 込 講 座
番
号

講
座
名

※この申込書は、希望する講座の担当部署に、直接送付してください

「大館市出前講座」申込書

令和
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国民年金保険料の免除・猶予の申請ができます 

保 険 課 

 

国民年金保険料を納めるのが経済的に困難なかたは、申請により保険料の免除や猶

予制度を受けられる場合があります。 

詳しくは、保険課年金係までお問い合わせください。 

 

〇保険料免除制度 

国民年金加入者本人やその配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に申

請手続きをすることで、保険料の全額が免除となる全額免除や、保険料の一部を

納付し、残りの保険料を免除とする一部免除（一部納付）を受けられる制度です。 

一部免除には、所得によって４分の３免除や半額免除、４分の１免除があります。 

また、50 歳未満のかたや学生のかたで所得が一定以下の場合に、保険料の納付

が猶予される納付猶予や学生納付特例もあります。 

申請時点から２年１カ月前の分までの保険料について、さかのぼって免除等を申

請することができます。 

 

【免除等の申請可能期間と前年所得の関係（令和８年７月時点）】 

 免除等の申請が可能な保険料 審査の対象となる前年所得 

令和５年度分 令和６年６月分※ 令和４年中所得 

令和６年度分 令和６年７月～令和７年６月分 令和５年中所得 

令和７年度分 令和７年７月～令和８年６月分 令和６年中所得 

令和８年度分 令和８年７月～令和９年６月分 令和７年中所得 

※ 令和６年６月分の申請受付は、令和８年７月 31 日（金）までです 

 



 

 〇申請時の注意点 

 １．年度ごとに申請書の提出が必要です 

１枚の申請書で申請できるのは７月から翌年６月までの１年度分です。複数

年度の申請を希望される場合は、年度ごとの申請書の提出が必要です。 

 ２．過去の所得で審査します 

申請する年度に対応する前年所得（前ページ表のとおり）に基づき審査され

ます。また、世帯主や配偶者がいるかたは、世帯主や配偶者の所得審査もあり

ますので、ご本人の所得が少ない場合でも免除等が承認されない場合がありま

す。 

なお、納付猶予制度については、世帯主の所得審査はありません。 

 ３．年金の受給額に影響があります 

免除・納付猶予された期間があると、全額納付した場合に比べて老齢基礎年

金の受給額が低額になります。免除等を受けた期間について、10 年以内であ

れば、追納（後から納付すること）をして、受給額を満額に近づけることがで

きます。 

 

 〇申請に必要な物 

 ・年金番号がわかるもの（年金手帳、基礎年金番号通知書、保険料の納付書など） 

 ・退職（失業）等による場合は、離職票か雇用保険受給資格者証の写し 

 ・学生納付特例を希望するかたは、在学証明書（原本）か学生証の写し 

 ・代理人による手続きの場合は、代理人の本人確認書類（マイナンバーカード、運

転免許証など） 

 

 〇受付窓口 

 保険課年金係、比内総合支所市民生活係、田代総合支所市民生活係 

 

お問い合わせ 保険課年金係 

 43-7043（内線 250） 
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固定資産税第２期及び国民健康保険税第１期の 

納期限と夕暮れ納付相談窓口開設のお知らせ 

 

収 納 課 

 

７月は固定資産税第２期と国民健康保険税第１期の納期月です。令和８年度国民健

康保険税の納税通知書を７月 13 日（月）に発送しますので、納期限までの納税をお

願いします。 

また、口座振替による納税をお申し込みのかたは、７月 31 日に口座から引き落と

しとなります。振替日前日までに残高を確認し、残高不足とならないようお願いしま

す。 

市民サービスセンターでは夕方や土曜日でも納付できます。納付書をお持ちのうえ、

ご利用ください。 

○市民サービスセンター（いとく大館ショッピングセンター１階） 43-7088 

月～金曜日 午前９時～午後７時  土曜日 午前９時～午後５時 

※日曜日及び祝日を除く 

 

開庁している時間帯に納付や納付相談ができない方のために、夕暮れ納付相談窓口

を開設します。予約は不要ですが、事前にお電話をいただければ、地区担当者が優先

して対応します。市税等の納付も受け付けていますので、納付書をお持ちのうえ、ご

来庁ください。 

○開設日時  ７月 28 日（火） 午後５時 15 分～７時 

○開設場所  市役所本庁舎１Ｆ⑫窓口 収納課収納係 43-7036 

 

 

お問い合わせ 収納課収納係 

43-7036（内線 214） 
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エコフェアを開催します 

 

環 境 課 

 

市では、次のとおりエコフェアを開催します。当日は、出店数 150 区画のマンモ

スフリーマーケットが同時開催されます。 

リサイクルや環境に関する企業・団体等の事業や取組紹介など行います。 

ごみの減量と循環型社会の形成に、ご理解とご協力をお願いします。 

 

〇と き  ７月 11 日（土） 午前 10 時～午後４時 

12 日（日） 午前 10 時～午後３時 

〇ところ  ニプロハチ公ドーム 

〇入場料  無料 

〇主な内容 

・企業・団体の環境に関する事業や取り組み紹介コーナー 

・こでん回収、てんぷら油（廃食用油）回収コーナー 

・ごみ収集車や消防車などの働く車展示コーナー 

・移動図書館車で利用体験・貸出 

・ブースイベント参加でノベルティグッズをプレゼント 

※エコプラザは、エコフェア出店のため、２日間臨時休館となります 

 

 

お問い合わせ 環境課環境企画係 

43-7049（内線 305） 

 



【資料】同時開催「マンモスフリーマーケット」について 

 

○マンモスフリーマーケット 

・雑貨や洋服などのフリーマーケットが並びます 

○産直コーナー 

・各地の産地直売所、道の駅の自慢の品がそろいます 

○飲食コーナー 

・各地のキッチンカーが出店します 

○こどもエリア 

・ジャンボこども遊具（有料）が楽しめます 

○自衛隊コーナー 

・自衛隊の活動紹介と車両を展示します 

○ＮＰＯコーナー 

・あきたスギッチファンド応援せんべいを販売します 

・男女共同参画への取り組みなどを紹介します 

○健康測定・相談コーナー 

・機器を使っての血管年齢や骨密度の測定などを行います 

○おもちゃ病院 

・壊れたおもちゃを無料で修理する、おもちゃ病院が出張開院します 

 

 

お問い合わせ ニプロハチ公ドーム 

45-2500 



№8 

生活困窮者相談の出張および休日窓口を開設します 

               

福 祉 課 

              

市では、生活困窮者相談の出張および休日窓口を開設します。これは、生活困窮者

自立支援法に基づく相談窓口で、市民を対象に生活に困っているかたなどの相談を受

け付け、解決に向けてのお手伝いをするものです。 

仕事等の事情や時間・距離の都合で、普段は窓口に来ることができないかたも、ぜ

ひご利用ください。 

  

【出張窓口】 

 比内地域 〇と  き  ７月９日（木） 

〇と こ ろ  比内総合支所（２階 応接室） 

 田代地域 〇と  き  ７月 16 日（木） 

〇と こ ろ  田代総合支所（１階 会議室） 

      ※両日とも 午前９時 30 分～正午 

【休日窓口】 ○と  き  ７月 26 日（日） 午前９時～正午 

○と こ ろ  市役所本庁舎１階 

 

《生活困窮者相談について》 

○対  象  市民 

○受付内容  ・生活に困っている    ・仕事が見つからない 

        ・家賃が払えない     ・住むところがない 

        ・将来が不安       ・病気で働けない 

       ・家族のことで悩んでいる ・社会に出るのが怖い  など 

 

お問い合わせ 福祉課福祉相談係 

43-7017（内線 340） 



№9 

「軽度生活援助事業（除雪）」の事業者等を募集します 

 

長 寿 課 

 

市では、高齢者世帯の生活路確保のため、希望する高齢者世帯へ援助員を派遣して

除雪を行っています。 

除雪を行う援助員を確保するため、事業に協力していただける事業者等を募集しま

す。事業の内容や申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。 

 

○ 事 業 名  軽度生活援助事業（除雪） 

○ 内  容  除雪車が出動する程度の降雪時に、利用者宅の出入り口から道路 

までの除雪を行う。 

○ 契約単価  30 分 660円（うち利用者負担 100円） 

○ 要  件  市内に本支店を有する事業者または町内会等の団体であって、次 

の要件をすべて満たしていること 

①地域貢献を目的に活動すること 

②除雪車が出動する程度の降雪（10㎝以上）があったとき、除雪 

作業を実施できる体制が整っていること 

         ③利用者宅で事前打ち合わせを行うこと（年１回 10 分程度） 

         ④２年以上続けて事業に参加すること 

○ 募集期間  ７月１日（水）～10 月 30 日（金） 

 

 

お問い合わせ 長寿課高齢者福祉係 

43-7056（内線 389） 



             №10 

クーリングシェルターをご利用ください 

 

健 康 課 

危機管理課 

環 境 課 

 

熱中症は最悪の場合、命に関わる重大なリスクとなるため、市では冷房設備を備

え、誰もが自由に立ち寄って涼むことができるクーリングシェルター（指定暑熱避

難施設）の運用を７月１日より開始します。 

県内全域において、気温が特に著しく高くなることで熱中症による重大な健康被

害が起こるおそれがある場合に、環境省より「熱中症特別警戒アラート」が発表さ

れます。その際は、クーリングシェルターをご活用ください。 

「熱中症特別警戒アラート」は大館市公式 LINE（防災セグメント）から受け取る

ことができますので、ぜひ登録いただきご利用ください。 

クーリングシェルターには、本庁舎、比内、田代総合支所をはじめとする市の施

設のほか、ケーズデンキ大館店様にご協力いただき、市内 12か所を指定しておりま

す。該当施設名や利用に関する詳細については、市のホームページに掲載しており

ますので、ご覧いただき熱中症予防のためにお役立てください。 

また、民間施設のクーリングシェルターを募集しています。ご協力いただける施

設について、随時申請を受け付けておりますので、ご不明な点がある場合は、市ホ

ームページをご覧いただくか、環境課までお問い合わせください。 

 

 

お問い合わせ 健康課健康づくり係 

42-9055（内線 863） 

危機管理課危機管理係 

43-7100（内線 531） 

環境課環境企画係 

43-7049（内線 304） 



【クーリングシェルター指定施設】 

施設名 

市役所本庁舎（ラウンジ、交流モール） ふれあいセンターやまびこ（玄関ホール） 

ニプロハチ公ドームパークセンター（休憩室） 比内総合支所（ホール） 

大館郷土博物館（美術工芸展示室、特別展示室） プルミエ比内（ホール） 

長走風穴館 田代総合支所（市民ホール） 

秋田犬の里 田代公民館（玄関ロビー） 

真中公民館 ケーズデンキ大館店 

 

【指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）について】  ※R8年4月1日 環境省から県への

通知より一部抜粋 

気候変動の影響により、今後、極端な高温状況が発生する可能性があります。このような極

端な高温状況が発生する際には、地域の実情に応じて、冷房設備が整っている場所をあらか

じめ確保し、熱中症特別警戒情報発表時にこれを活用することが、熱中症対策として有効であ

ると考えられます。このように、住民等が暑さをしのげる場所として、改正気候変動適応法第21

条第１項に基づき、市町村長は、その市町村内の施設を指定することができるとされています。

この指定を受けた施設を「指定暑熱避難施設」（通称：クーリングシェルター）といいます。  

 

【熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）及び熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラ

ート）について 】  ※R8年4月1日 環境省から県への通知より一部抜粋 

改正気候変動適応法に基づく「熱中症警戒情報」（通称：熱中症警戒アラート）及び「熱中症

特別警戒情報」（通称：熱中症特別警戒アラート）の令和８年度の運用については、令和８年４

月22日（水）から10月21日（水）までの期間で運用を行います。  

 



№11 

～本市の特産品で大館をＰＲします～ 

大阪府泉佐野市「全国物産フェア」で 

大館市ブースを開設します 

 

観 光 課 

 

本市と特産品相互取扱協定を結んでいる大阪府泉佐野市において、全国各地の特産

品が集まる「全国物産フェア」が開催されます。 

本市からは、「地酒」や「曲げわっぱのぐい呑み」、「比内地鶏のおつまみ」などの

特産品を販売いたします。 

 

○と き  ８月１日（土）午後４時～午後９時 30 分 

      ８月２日（日）午後４時～午後９時 

○ところ  大阪府泉佐野市 りんくうアイスパーク芝生広場 

〇内 容  出店事業者：大館市観光協会 

      出 店 内 容：地酒、曲げわっぱのぐい呑み、比内地鶏のおつまみ等の

販売、本市の観光ＰＲ 

 

 

お問い合わせ 観光課物産振興係 

43-7072（内線 519） 



№12 

「第 79 回塩竈
し お が ま

みなと祭前夜祭」に 

交流自治体として出店します 
 

観 光 課 

 

本市との交流自治体である、宮城県塩竈市で開催される「第 79 回塩竈みなと祭前

夜祭」に本市の事業者が出店し、本市特産品の「比内地鶏」を使ったフランクフルト

や、白神生ハムなどのメニューを販売します。 

 

○と   き  ７月 19 日（日） 午後０時 30 分～午後５時 30 分 

○と こ ろ  マリンゲート塩竈 

○内容（予定） 出店事業者：株式会社あきた六次会、株式会社しらかみフーズ 

出店内容 ：比内地鶏のフランクフルト、白神生ハム等 

大館市の観光ＰＲ 

 

 

お問い合わせ 観光課物産振興係 

43-7072（内線 519） 



№13 

第 35 回大館市スポーツ・レクリエーション祭を 

開催します 

 

スポーツ振興課 

 

市では、市民が気軽にスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康増進や市民の交流

を深めることを目的として、スポーツ・レクリエーション祭を開催します。 

なお、このイベントは市の健康ポイントの対象事業です。 

 

〇と  き  ９月６日（日） 

○参加対象  市民（年齢の基準は令和８年４月１日） 

〇実施種目・会場 

種   目 会     場 参加資格 部   門 

８人制 

バレーボール 

比内体育館 60歳以上 地区対抗（男女混合） 

ラージボール 

卓球 

城西体育館 18歳以上 
３人合計 

年齢 180歳以上 

ボッチャ 

花岡総合スポーツ公園

体育館 

どなたでも 地区対抗（男女混合） 

ユニカール 

田代体育館 小学４年生以上 地区対抗（男女混合） 

ターゲット・ 

バードゴルフ 

あやめの里ターゲッ

ト・バードゴルフ場 

18歳以上 

男子個人戦 

女子個人戦 

地区対抗（男女混合） 

グラウンド・ 

ゴルフ 

二井田陸上競技場 18歳以上 
男子個人戦 

女子個人戦 

 

 



〇申し込み ・各地区体育、スポーツ振興会事務局、またはスポーツ振興課へお申し

込みください。 

・連絡先など、詳しくはスポーツ振興課スポーツ交流推進係までお問い

合わせください。 

○参加料  無料 

〇受け付け ８月７日（金）まで 

 

 

お問い合わせ スポーツ振興課スポーツ交流推進係 

43-7148（内線 453）／FAX59-8021 



№14 

地域を支える団体の皆さんを表彰します 

 

土 木 課 

都市計画課 

 

市では、道路脇や公園の草刈りなどにご協力いただいている町内会や団体の皆さん

に感謝の気持ちを伝えるため、新たに「公共施設等維持管理団体表彰制度」を始めま

す。 

これまで、地域の皆さんのご協力によって、道路や公園はきれいに保たれてきまし

た。しかし、人口減少や高齢化により、活動に参加する人が少なくなってきています。

そこで、長年にわたって地域のために活動している団体や、特に地域への貢献が大き

い団体を表彰し、その活動を広く市民の皆さんに紹介することで、今後の活動の励み

や地域活動の活性化につなげていきます。 

 

○ 表彰の対象 （１）地域の公共施設等の清掃、除草、施設整備等を継続的に 

実施している団体 

         （２）概ね 10 年以上にわたり活動実績を有している団体 

         （３）活動内容が他の模範となる団体 

○ 表彰の種類 （１）功労賞 （２）奨励賞 （３）特別賞 

○ 推 薦 項 目 （１）町内会長、自治会長その他地域団体の代表者からの推薦 

        （２）関係部局または担当課からの推薦 

        （３）その他必要と認める方法 

○ 選 考 方 法  ・以下の項目で評価・選考 

①継続性 ②地域貢献度 ③活動内容 ④模範性・独自性・工夫 

○ 表彰の時期  年１回 

○ 募集の期間  毎年、12 月から翌年の３月まで 

         公募にあたって改めて「広報おおだて」等でご案内します。 

 



お問い合わせ 土木課維持第一係   

43-7079（内線 782） 

都市計画課都市整備係 

43-7082（内線 713） 





№15 

水道メーターを交換します 

 

水 道 課 

 

水道メーターは、計量法により８年ごとに交換が義務付けられています。今年度

の交換対象は、メーターに書いてある番号が「01（ゼロイチ）-（ハイフン）」で始

まる方です。対象となる水道メーターを使用しているかたには、事前に文書などで

お知らせします。 

交換費用は無料で、市が発行する名札をつけた作業員が交換作業に伺いますので、

敷地内への立ち入りについてご了承くださいますようお願いします。 

なお、不在でも交換作業を行う場合があります。その際は、作業終了の報告を文

書でお知らせ（郵便受けに投函等）します。 

 

○交換期間  ７月～９月／交換個数：約3,800個 

 

 

お問い合わせ 水道課給水計画係 

43-7090（内線759） 



№16 

20 歳を祝う会を開催します 

 

 生涯学習課 

 

市では、20 歳を迎えたかたへのお祝いと激励の意味を込めて、令和８年度「20 歳

を祝う会」を次のとおり開催します。 

現在、市外にお住まいでも本市出身者は参加できます。ぜひご参加ください。 

 

○対  象  市民及び市出身者で、平成17年（2005年）４月２日から平成18年（2006 

年）４月１日までに生まれたかた 

○と  き  ８月 15 日（土） 

○と こ ろ  ほくしか鹿鳴ホール 大ホール 

◯時  間  受け付け 午後１時～２時 

式  典 午後２時～２時 30 分 

催 し 物 午後２時 30 分～３時 10 分 

記念撮影 午後３時 10 分～３時 55 分 

 

○申し込み 

電子による事前の申し込みが必要。 

「Google フォーム」より、必要事項を記入し送信する。 

【申込期間 ６月 15 日（月）～７月 31 日（金）】 

 

◯記念写真 

 購入を希望するかたは、1 枚につき代金 1,700 円（送料含む）を当日会場にて納

入してください。 

※記念写真撮影は、出身小学校または国際情報学院中学校となります。 

  ※参加人数によっては、合同で撮影を行う地区もあります。 

 



お問い合わせ 生涯学習課生涯学習係 

43-7113（内線 842・843） 

 



20 25



№17 

大館市消防団機能別団員辞令交付式を行います 

 

消防総務課 

 

大館市消防団（武田博康団長）では、平成 25 年４月から秋田看護福祉大学生を対

象に大館市消防団に機能別団員を設けています。機能別団員は、大規模災害が発生し

た際の、応急救護所や避難所への被災者誘導、避難所での受け付けや物資配給等の運

営補助など、後方支援に特化した活動をすることとしており、今年で 14 年目となり

ます。 

学生として学びながら、消防団員としてその専門的な知識で活躍が期待される機能

別団員の辞令交付式を、次のとおり執り行います。 

入団後の団員は、救命講習の受講や市の総合防災訓練への参加などで、「安全・安

心なまち大館」を目指し、万一の際の対応と技術を習得していきます。 

 

 ○と  き  ７月 31 日（金） 午前 10 時 

 ○と こ ろ  大館市消防本部（大館市根下戸新町１番１号） 

        ２階 会議室 

○内  容  ７月１日付けで機能別団員となる看護福祉大学の学生６人へ、大館

市消防団長から辞令を交付します。式典終了後、消防礼式の訓練を

行い、消防署内を見学します。 

○出 席 者  機能別団員、水木暢子看護福祉学部長、消防団本部員ほか 

○主  催  大館市消防団 

 

 

お問い合わせ 消防総務課総務係 

43-4152（内線 212） 



№18 

市立総合病院を初めて受診されるかたは 

紹介状をお持ちください 

 
総合病院医事課 

 

市立総合病院は、令和８年４月から「紹介受診重点医療機関」に指定されました。 

「紹介受診重点医療機関」とは、原則として、外来受診の際に紹介状が必要となる医

療機関のことです。 

総合病院を初診で受診される場合は、可能な限りかかりつけ医療機関を受診してい

ただき、専門的な検査や治療が必要とされた場合に、紹介状を持って受診いただきま

すようお願いします。 

紹介状を持たずに来院された場合は、保険の一部負担金とは別に「選定療養費」を

ご負担いただく場合があります。 

詳しくは、総合病院医事課までお問い合わせください。 

 

【選定療養費（令和８年７月１日から）】 

 医科 歯科 対象 

初診 
7,700 円 

（税込） 

5,500 円 

（税込） 

他の医療機関から紹介状を持たずに受診 

された場合 

再診 
3,300 円 

（税込） 

2,090 円 

（税込） 

治療により症状が安定した後も、患者さん 

のご希望により総合病院を継続して受診さ 

れる場合 

※ 産婦人科・泌尿器科・皮膚科・小児科を受診する場合を除きます。 

 

 

お問い合わせ 総合病院医事課 

 42-5370 














